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精神障害者地域移行支援特別対策事業の実績  

実施自治 

平成15年度   16（含指定 

平成16年度   28（含指定 

平成17年度   29（含指定 

平成18年度   26都道 

平成19年度   42都道 

45都道 

体数  事業対象者数（人）  退院者数（人）   

都市1）   226   72   

都市3）   478   149   

都市5）   612   258   

府県   786   261   

府県   1，508   544   

府県   2，037   726  

※平成15年僅から平成17年産まではモデル事業、平成18年度～平成19年産までは、精神障害者退院促進支操車業として実施。  

※退院者数については、当葺裏年度内に退院した者の数であり、年度を越えて退院した者の数は、含まれていない。  

相談支援  

・相談支援の充実  

一退院に向けた病院等からの同行支援  

一緊急時に対応できる24時間の支援  等の確保   

・ケアマネジメント機能の充実  

一退院準備中の者等への対象者の拡大  

一支給決定前からの関わり、モニタリングの充実   

・自立支援協議会の活性化   

・相談支援の質の向上   

・行政機関における相談体制  

・精神保健福祉士の養成のあり方等の見直し  
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福祉サービス等の充実  

・住まいの場の確保  

－グループホーム・ケアホームの整備促進、サービスの質  

の向上  

一公営住宅への入居促進  

一公営住宅のグループホーム・ケアホームとしての活用促  

進  

一民間賃貸住宅への入居促進  

・入院前からの試行的なグループホーム等での生   

活体験や通所サービスの利用  

・訪問による生活支援の充実  

・ショートステイの充実  

・就労支援  

・家族に対する支援  
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訪問者護ステーションヘの精神科訪問看護の実施に関するアンケート調査結果  

1）精神科訪問看護を実施していない理由  

精神疾患（認知症を除く）が主傷病の利用者への訪問を実施していない事業所の回答＜複数回答＞  

39  

2008年鹿茸間薫集イ精神障害者の訪問書残におけるマンパワー事に関する調査研究」．厚生労働相学特別研究事業（速報）  

2）精神科訪問看護を行う上で困難なこと  
（精神科訪問看護実施の有無別）＜複数回答＞  

病状悪化時の受け入れ先が確保できない   

精神科訪問書護の経験豊書なスタッフが少ない   

アド／くイスがタイムリーに受けられない   

地域の社会資源（精神障害者社会復帰施設等）との   
ネットワークが少ない   

精神科訪問看護を実施したことがないので分からない   48  302  9．1，i  53．1％   

総数   527  569  

2008年度壬問責集イ精神陣書舌の訪聞■護におけるマンパワー事に関する調査研究」．厚生労働科学特別研究事業（速報）  
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ACTの基本的構造  
・頻回の在宅訪問、生活の場での協働作業など、Z三吐   

旦＝圭を主体とする  

・看護師・PSW－OT等の多職種がチームを形成する  

・関係作りから、心理教育、服薬自己管理の支援、危機   
介入、スキルトレーニング、日常生活自己管理の支援、   

社会資源の活用の支援、家族支援、就労支援など、多   
彩なサービスを提供する  

・チーム精神科医がおり、利用者の処方、危機介入など   
を、チームと密なコミュニケーションをとりながら行う  

・24時間週7日対応を原則とし危機介入にも対応する  

・ケアマネジメントの手法を用い、包括的なケアプランを  

作成し、利用者のニーズに合致したサービス提供を心  
がける。  

第8回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会  

平成20年8月21日、伊藤順一郎参考人資料より抜粋  

市川モデル（ACT－」）  

・《設立主体》 NPO法人立訪問看護ステーション  

・《チーム構成》ステーションに、看護師3、作業療法士3  
（1人は就労支援）、精神保健福祉士1  

・《チーム精神科医》国府台病院所属の精神科医1名・・・   

主治医担当′密接なコミュニケーション  

・《入り口》 国立国際医療センター国府台病院精神科、   
市川保健所、松戸保健所  

・《出口》 地域のケアマネジメントチーム、国府台病院   
訪問看護、  

・《財源》 訪問看護ステーション収益、県モデル事業（精   
神保健福祉士人件責）、寄付など  

第8回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会   

平成20年8月21日、伊藤順一郎参考人資料より抜粋  
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京都モデル（ACT－K）  

・《設立主体》訪問型診療所、訪問看護ステーション、NPO   
法人  

・《チーム構成》精神保健福祉士5、薬剤師1（以上、診療   
所）、看護師4、作業療法士1（以上、ステーション）  

・《チーム精神科医》診療所医師  

・《入り口》保健所、福祉事務所、地域の精神科診療所  

・《出口》 地域の精神科診療所？  

・《財源》訪問型診療所収益（医師訪問、精神科訪問看   
護、訪問薬剤管理指導）、訪問看護ステーション収益  

第8回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会   

平成ZO年8月21EI、伊藤順一郎参考人資料より抜粋  

岡山モデル（ACT－おかやま）  

・《設立主体》精神保健福祉センター  

・《チーム構成》常勤スタッフ1、非常勤スタッフ5（精神保   
健福祉士、作業療法士、看護師（保健師）、臨床心理士）  

・《チーム精神科医》精神保健福祉センター医師  

・《入り口》保健所、市町村、地域活動支援センター（危機   
介入）、精神科病院（退院促進）  

・《出口》 通院医療機関、地域資源（安定した医療供給、   
生活支援）  

・《財源》県費  

第8回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会   

平成20年8月21日、伊藤順一郎参考人資料より抜粋  
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・訪問看護   

一医療機関による精神科訪問看護の充実、訪問看護  
ステーションの活用による、精神科訪問看護の一層  

の普及   

一従事者の研修等の推進、医療機関と訪問看護ス  
テーションとの連携の促進   

一福祉サービス等の利用との連絡調整や、病状不安  
定な対象者への対応の強化等、訪問看護の機能の  
充実  

・ケアマネジメント・ACT   

一重症の精神障害者の地域生活支援に当たって、訪  
問看護ステーション等がマネジメント又はその一部を  

担い、多職種が連携し迅速・適切に支援できる仕組  
みの構築   

一極めて重症な者について、重点的かつ包括的に支援  
を行う仕組みの構築  
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7．窟j軌カき伴わをいるの   

◆訪問指導   
○ 保健所等の精神保健福祉相談員及び保健師等が、本人又   
は家族の同意のもとに自宅を訪問し、受診の勧奨又は医療・服   
薬継続の重要性等について、本人又は家族に相談指導を行う。   
（※危機介入的な訪問など保健所長等が必要と認めた場合にも   

実施できることとされている。）   

○地域保健活動の一環として、都道府県等が実施。  

3．基j鮭髪膚や‘謬整を行ラるの  

◆精神科救急医療体制   
整備事業  

0精神科救急憎報センターが、精神障害   

者又は保護者等からの相談窓口となり医   
療機関の紹介を行うほか、精神保健及び   
精神障害者福祉に関する法律に基づく移   
送を適正かつ円動こ実施するために精神   
保健指定医、応急入院指定病院等と連絡   
調整を実施。   

○各医療機瀾は常時対応施設・輪番施設   
等としての役割を担い、精神科救急情報セ   
ンターからの紹介等を受け、救急患者を受   
け入れ。   

○都退府県等が実施し、国が予算補助を   
実施。  

2．虜詔カき伴ラるの   

◆措置入院   
○ 医療及び保護のために入院させなければ、その精神障害のた   
めに自身を≠つけ又は他人に書を及ぼすおそれがあると指定医（2   

名）が認めた場合に、都道府県知事が患者を入院させることができ   

る制度。保健所等を通じて実施される 

○精神保健福祉法に基づき、都道府県等が実施。  

◆34条移送   

○指定医の診察Iこより、直ちに入院させなければ医療及び保護を   

国る上で著しく支陣がある看で、本人が入院の必要性を理解できな   
い場合に、保護者の同意のもと、医療保護入院又は応急入院をさ   
せるために精神科病院（応急入院指定病院）に移送する制度。毘   

鼠覿葦を通じて実施される。   

○楕神保健福祉法に基づき、節道府県等が実施。  

－105－   



法第34条に基づく移送について  

実施までの流れ  

医
療
保
護
入
院
又
 
 

は
応
急
入
院
相
当
 
 

と
の
指
定
医
の
判
断
 
 

都
道
府
県
・
指
定
都
市
 
 

が
移
送
 
 

都
道
府
県
・
指
定
都
市
 
 

に
よ
る
事
前
調
査
 
 

指
定
医
の
診
察
 
 

（
入
院
先
の
指
定
医
は
×
）
 
 

保
護
者
等
に
よ
る
相
談
 
 

応
急
入
院
指
定
病
院
 
 

条
件
 
 

・
直
ち
に
入
院
さ
せ
な
け
れ
 
 

ば
医
療
及
び
保
護
を
図
る
 
 

上
で
著
し
く
支
障
が
あ
る
 
 

・
家
族
等
が
説
得
の
努
力
を
 
 

尽
く
し
て
も
本
人
の
理
解
 
 

が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
限
 
 

り
緊
急
避
難
的
に
行
う
も
 
 
 

の
で
あ
る
た
め
、
事
前
調
 
 

査
を
十
分
に
行
う
こ
と
 
 
 

（
平
成
〓
l
年
三
月
二
八
 
 
 

日
陣
第
二
〇
八
号
厚
生
省
 
 
 

大
臣
官
房
障
害
保
健
福
祉
 
 
 

部
最
適
癒
）
 
 

行
動
制
限
を
行
う
場
合
 
 

が
あ
る
 
 
 

保
護
者
 
 

の
同
意
 
（
急
速
を
要
し
 
 

保
護
者
の
同
意
 
 

を
得
る
こ
と
が
 
 

出
来
な
い
場
合
 
 

は
応
急
入
院
）
 
 

法第34条に基づく移送の実績  

○平成19年4月末～20年4月末までの1年間で34条に基づく移送を実施  

したのは64都道府県・指定都市中28自治体（移送件数は200件）。  

○平成12年の施行時から8年間で移送件数は1，445件となっているが、  

13自治体で体制の整備がなされておらず、7自治体においては体制は  
整備されているが、制度創設以来実績がない。  

○実績が少ない理由としては、適用の判断の難しさ、指定医の確保等  

の実施体制の確保の難しさ等が考えられる。  

○精神科救急医療体制整備事業において移送経費を補助対象として   

いる。（補助率1／2）  
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・危機介入   

一在宅の未受診者や受診中断者等への訪問診療  

を含む支援体制の強化   

一行政機関と医療機関等の連携による、多職種  
チームでの危機介入等の支援体制の整備  

【107－   




